
№ ページ 御意見の内容 意見数 県の考え方
反映
状況

1 2

　女性活躍推進法に基づく推進計画の範囲は、「埼玉
版ウーマノミクスプロジェクトの推進」だけではなく、法の
趣旨を反映した上で推進計画の範囲を明記してほし
い。

1

　計画の基本目標Ⅱに係る部分について、女性活躍推
進法第６条第１項に基づく「都道府県推進計画」として
位置づけています。

B

2 3

　基本的な視点（２）「男女が共に個性と能力を十分に発
揮できる、多様性に富んだ活力ある社会をつくる」の項
目に「社会の対等な構成員として」を追加していただき
たい。 1

　御意見どおり、（２）「男女が社会の対等な構成員とし
て、共に個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富
んだ活力ある社会をつくる」と修正しました。

A

3 3

　計画を推進するための基本的な視点（２）について、現
行計画の「社会的・文化的に形成された性別（ジェン
ダー）を見直す」の文言をそのまま踏襲してほしい。見直
せない場合でも、現行計画にある「社会的・文化的に形
成された性別は、社会制度・慣行の中に存在し、無意識
のうちに固定的な性別役割分担を作り出し、次の世代
へと引き継がれていきます。」の文言を復活してほしい。

1

　御意見の趣旨を踏まえ、計画案を修正しました。

A

4 5

　基本目標に沿った推進指標の数を増やすべきであ
る。また、どれも目標値が低く、男女共同参画を推進し
ようとする意気込みが感じられない。目標値の設定の根
拠もわからない。少なくとも、もっと高い目標を目指すべ
きである。

1

　現計画の推進指標が34と多く、分かりにくいと御指摘
いただいたため、基本目標に対する推進指標を１～３
指標とし、全部で１２の指標としました。

D

5 5

　推進指標ができそうなものばかりである。今後取り組
むべき、新たな課題に対して、指標を重点化したり、新
たな指標を考えるべきである。

2

　前回の計画では指標が34と多くあったため、重点指
標を定めました。今回の計画案では、推進指標を12と
絞り込んだことから、特に重点指標は設けておりませ
ん。 D

6 5

　「審議会などの委員に占める女性の割合38.2%→
40％」であるが、なぜ40％なのか。50%でもいいのでは
ないか。

1

　政策・方針決定過程への男女共同参画を推進してい
くためには、審議会の女性委員の割合は、各審議会が
40%以上60％以下になることが望ましいと考えていま
す。
　そのため、現計画の目標値である40%を次期計画で
達成するために、この割合としましたが、40％にとどま
らず、均衡を目指して取り組んでいきます。

C

7 5

　M字カーブと保育所待機児童数とは連動するのではな
いかと考えられる。埼玉県の待機児童がたった1,026人
というのは非常に疑問を感じる数値である。潜在的待機
児童数を考慮すれば、この問題については、さらなる検
討が必要である。

3

　厚生労働省の定義に基づき、家庭保育室に入所され
ている方や求職活動を中止されている方などは待機児
童にはカウントされません。
　そのため、県では待機児童数の公表時（平成28年6月
23日記者発表）に、こうした保育所等に申込みしたが入
れなかった方の内訳も明示しております。

E

8 5

　「男性県職員の育児休業取得率11.3%→15.0%」をもっ
とあげるべきではないか。

1

　男性の育児休業取得率は国が5.5%、都道府県平均が
4.7%、民間企業平均2.65%となっており、本県では過去５
年の平均が8.5%となっています(データは、H28.3.31時
点で把握可能な数値）。
　そのような状況の中、例えば短期間でも育児休業の
取得を促進して職場意識を醸成する取組や、子が生ま
れる男性職員に個別に育児休業の取得を働きかける
取組など、現行目標を達成するための様々な取組を
行っているところです。
　今後も新たな取組を実施・検討するなど男性職員の
育児休業取得促進を図っていきます。

C
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9 5

　県庁内における女性管理職（課長以上）の割合と、女
性の校長・教頭職への登用の割合を、推進指標に挙げ
てほしい。

2

  女性職員の活躍の推進については、平成28年4月に
策定した「埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラ
ン」、「埼玉県教育委員会女性活躍・子育て応援事業主
プラン」に基づき取組を進めているところです。
  新たな男女共同参画基本計画では、推進項目として
記載しました。

A

10 5

　国も掲げている「介護離職ゼロ」を推進指標にできな
いのか。

2

　仕事と育児・介護の両立を企業が支援する上での課
題などを「埼玉県就労実態調査」などで把握し、新たな
施策の検討に生かしています。
  また、県では、仕事と子育て等を両立しやすい企業を
「多様な働き方実践企業」として認定しています。この
制度の中で、介護との両立についても評価していきま
す。

C

11 5

　自主防災組織は地域の自治会を基礎に組織されてお
り、自主防災組織における責任者の女性比率を推進指
標にすべきである。

2

　自主防災組織のほとんどは自治会を母体としており、
自治会の役員の大部分は男性です。自治会は防災以
外にも様々な活動を行っており、自治会の役員であるこ
とがすなわち防災の責任者であるとは限らず、防災責
任者（及び女性比率）を定義することは困難です。
　県としては、女性の意見を自主防災組織に反映させ
る仕組みづくりが重要であると考えており、市町村が主
体的に行う自主防災組織のリーダー養成講座の資料と
して、男女共同参画の視点を盛り込んだ防災に関する
教材を作成し、市町村に情報提供することで普及啓発
を図っていきます。

C

12 6

　「固定的な性別役割分担に同感しない人（全体）52.3%
→60.0% 」とあるが、「男は家庭、女は仕事」や「男女が
共に働き、家事をする」ことについても同じように聞いて
もよいのではないか。 1

　３年ごとに県で実施している「男女共同参画に関する
意識・実態調査」では、御意見のような内容についても
調査しております。今後とも、引き続き、県民の皆様の
意識について把握に努めていきます。 B

13 6

　配偶者暴力相談支援センターの設置は、市町村が主
体的に行うものであり、県の計画に目標値を設定すべ
きではない。
  設定に固執するのであれば、県内の人口分布状況、
センターの設置状況等を踏まえ、設置に係る補助金等
のメニューの充実を図った上で、広域的な設置計画を策
定すべきである。

1

　配偶者暴力相談支援センターの設置は、市町村が主
体的で行うものであることは確かです。一方でＤＶの相
談等は住所地で行うものとは限らないことから、県とし
ては多くの市町村への設置をめざし、そのための技術
的支援を行う必要があると考えています。5年間の目標
として、人口規模10万人以上の市に対し重点的に働き
かけることとして設定したものです。

C

14 6

　配偶者暴力相談支援センター設置市町村数15市→29
市とあるが、もっと増えてほしい。

1

　県としては多くの市町村に配偶者暴力相談支援セン
ターが設置されることがＤＶ被害者の支援に有効と考え
ています。そのための技術的支援を行っていきます。

C

15 6

　女性の安全安心ネットワーク参加団体数100団体とあ
るが、もっと増えてほしい。

1

  目標を達成できるよう、企業や大学に働きかけていき
ます。

C
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16 6

　「人権感覚育成プロラム」を実践した学校となると、内
容が幅が広いので100％になるかもしれないが、「男女
共同参画」あるいは「男女平等」についてのプログラム
を実践している学校の統計を取ったらいかがか。

1

　「人権感覚育成プログラム」を活用した実践率につい
ては、年度末に調査を行っており把握しています。
　県では、別途公立学校での男女平等教育の推進状
況を毎年調査することで、学校における男女平等教育
の取組状況を把握しています。そのため、「人権感覚育
成プログラム」における各実施プログラムの実施状況ま
で把握することは行っていません。

C

17 7

　基本目標Ⅰ～Ⅷの順だが、重要度順なのか。基本順
なのであれば、Ⅴ、Ⅵ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ、Ⅷの順にな
るのではないか。 1

　現行計画をもとに、審議会の意見を踏まえて基本目
標の順としております。

D

18 7

　施策の柱２「積極的格差是正措置による女性の働き
方の推進」、施策の柱３を「働く場における男女平等の
推進」としてほしい。

1

　女性の活躍を推進するには、企業等による働きやす
い環境づくりだけではなく、女性の就業・起業支援や社
会気運の醸成などと総合的に進める必要があるので、
施策の柱２は様々な施策をまとめたプロジェクト名「埼
玉版ウーマノミクスプロジェクトの推進」としたいと考え
ております。
　また、施策の柱３については、働く場における男女平
等を進めていくことで、経済社会での男女共同参画社
会の実現を進めていきたいと考えています。

D

基本目標Ⅰ　あらゆる分野の意思決定に男女が共に参画する

19 9

　施策の柱１のリード文の「しかしながら、政策方針の立
案及び決定への女性の参画は十分とは言えません。」
の現状を強調し、そこをふまえてスタートしたほうがよい
のではないか。

1

　政策や方針の立案及び決定への男女共同参画に取
り組んでいきます。

B

20 11

　積極的格差是正措置の具体化について、分かりやす
く、記載してほしい。 1

　御意見の趣旨を踏まえ、計画を推進する中で検討し
ていきます。 C

基本目標Ⅱ　経済社会における女性の活躍が更に広がる

21 12

　施策の柱２「埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの推進」
とあるが、施策の柱の名称としてふさわしくないと考え
る。

1

　埼玉県では、平成24年度に、全国に先駆けて女性の
活躍推進を主要施策に位置づけ、「働きやすい環境の
整備」「女性の就業・起業支援」「女性が活躍する気運
づくり」の３つの柱から様々な施策に取り組んできまし
た。
　その施策の多くは女性活躍推進法を先取りした内容
となっていることから、それらの施策の総称である「埼
玉版ウーマノミクスプロジェクト」を、施策の柱の名称と
して使いたいと考えております。

D

22 12

　最初の説明文「短時間勤務やフレックスタイムなどの
多様な働き方」という記述は、女性活用の方向となって
おり、問題があると考える。 1

　御意見を踏まえ、「男女がともに働き続けられる環境
づくり」に修正しました。

A

23 12

　推進項目が現行計画の９から５に縮小している。削除
された現行計画の「①、③、④、⑤、⑦、⑨」は、働く人の
権利擁護の観点を含む推進項目であり、これらの項目
は、ぜひ、復活させていただきたい。

1

　現行計画の「①、③、④、⑤、⑦、⑨」の内容について
は、それぞれ施策の柱２及び３の推進項目の中に盛り
込みました。 B
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24 12

　埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの推進項目として、
「えるぼし認定」取得の支援が必要であると考える。

1

　国が平成27年度から始めた　「えるぼし認定」は、企
業にかなり高いレベルで女性活躍推進に取り組むこと
が求められ、埼玉県内の認定企業数は平成29年1月現
在14社となっています。
　埼玉県では、平成24年度から「多様な働き方実践企
業」の認定取得を企業に呼び掛けています。この制度
では、女性従業員の定着率や管理職比率などを認定
基準に定めていますが、「えるぼし認定」より取得しや
すくなっていることもあって、平成29年2月現在2,196社
が認定されています。
　全体の99％を中小企業が占める本県では、「多様な
働き方実践企業」認定制度が普及し女性活躍役推進
の裾野が広がることが、結果的に「えるぼし認定」の拡
大につながると考えております。
　国も同様の認識を持っていることから、推進項目には
「多様な働き方実践企業の認定」を盛り込み、引き続き
女性の活躍推進に取り組んでまいります。

B

25 12

　女性活躍推進法の基本方針に基づき、事業主の取組
に必要な視点として、下記５点を掲げており、「男女共同
参画計画」の「推進計画」部分においても踏まえるべき
である。
①トップが先頭に立って意識改革・働き方改革を行う。
②女性の活躍の意義を理解し、女性の活躍推進に積極
的に取り組む。
③働き方を改革し、男女ともに働きやすい職場を目指
す。
④男性の家庭生活への参画を強力に促進する。
⑤育児・介護等をしながら当たり前にキャリア形成でき
る仕組みを構築する。

1

　基本目標Ⅱは、事業主が、基本方針に示された視点
①～⑤を踏まえて女性活躍の推進に取り組むために必
要な支援を、施策化して列挙したものとしております。

B

26 12

　女活法の基本方針では、地域の実情及び住民のニー
ズの把握すべき事項が列挙されているが、「女性活躍
推進企業データベース」において情報を公開している県
内企業の数を把握し、計画において、県内の自治体別
に公表すべきである。 1

　埼玉県では、平成24年度から、女性の活躍推進に取
り組む企業を「多様な働き方実践企業」として認定し、
本県専用サイトにより、現在２千社を超える認定企業の
取組状況を公表しております。

D

27 12

　女性活躍推進法の基本方針を踏まえ、「説明会や意
見交換」に際しては、この法律の趣旨、男女共同参画と
の関係について十分に説明し、市民の関心を高めるこ
とが、「地方創生」との関連からも重要である。

1

　10月17日に計画案に対する意見聴取のための広聴
集会を開催しました。
　今後も御意見の趣旨を踏まえ、実施していきます。 C

28 12

　「埼玉県女性キャリアセンター」についても、法の趣旨
に合致した「女性活躍のための地域プラットフォーム」と
して機能するよう、見直しするものと記載し、実現してい
ただきたい。

1

　女性キャリアセンターは、平成20年の開設以来、ハ
ローワーク、経済団体、県内企業、市町村などと連携
し、女性の就業支援、就業継続、キャリアアップなど女
性支援の幅を広げてきました。
　現在、女性キャリアセンターを運営するウーマノミクス
課は、「ウーマノミクス連携会議」の構成員となっている
ことから、同協議会の意見を事業に直接反映できる仕
組みとなっており、正に「女性活躍のためのプラット
フォーム」の役割を果たしていると考えております。

B
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29 12

　女性管理職等の「活躍情報」として公開するべき項目
の他に、女性活躍についての情報、事業主行動計画と
ともに、政府の用意したウェブサイトでの埼玉県の登録
企業が増えるよう、これを数値目標として掲げるべきで
ある。
　また、えるぼし認定企業数についても同様である。特
に雇用管理区分ごとの情報公開についても支援する
旨、記載していただきたい。

1

　埼玉県では、平成24年度から、女性の活躍推進に取
り組む企業に「多様な働き方実践企業」の認定取得を
呼び掛けており、平成29年2月現在の認定企業数は
2,196社に上っています。
　全体の99％を中小企業が占める本県では、「多様な
働き方実践企業」認定制度が普及し女性活躍役推進
の裾野を広げることが、結果的に国のウェブサイトへの
登録企業や「えるぼし認定」取得企業の拡大につなが
ると考えております。
　国も同様の認識を持っていることから、推進項目には
「多様な働き方実践企業の認定」を盛り込み、引き続き
女性の活躍推進に取り組んでまいります。
　また、事業主による女性活躍についての情報公開に
ついては、基本目標Ⅱ 施策の柱２ （１）「働きやすい環
境の整備」の③ア「女性活躍に取り組む企業に対する
専門家派遣による取組支援」に基づき、事業主の取組
を積極的に支援してまいります。

B

30 12

　「本県の特徴として出産、子育て期に女性の労働力が
大きく低下する、いわゆるM字カーブ問題がある」を加筆
してほしい。

1

　Ｍ字カーブについては、「第１章計画の基本的な考え
方、６計画を推進するための基本的な視点、（３）男女
が共に家庭・仕事・地域において調和のとれた生活を
築く」に記載しました。 B

31 13

　「放課後児童クラブの整備促進」を追記してほしい。

1

　御意見を踏まえ、以下のとおり文言を記載しました。
施策の柱２（１）⑤　放課後児童クラブの充実 A

32 13

　施策の基本的な方向（１）③キ「女性の活躍推進に積
極的かつ主体的に取り組む県内企業などへの建設工
事請負等競争入札参加資格審査における格付けの優
遇及び総合評価方式による加点」は、句読点がなくて意
味が分からない。

1

　計画案をわかりやすい表現に修正しました。また、用
語解説を追加しました。

A

33 13

　　施策の基本的な方向（１）③について　「積極的な取
組」の文言は、「積極的格差是正措置」としてほしい。

1

　施策の基本的な方向（１）③「企業における女性の活
躍に向けた積極的な取組の推進」の中の各推進項目
には、積極的格差是正措置に馴染まない取組も含まれ
ているため、現在の表記を生かしたいと考えておりま
す。

D

34 13

　国土交通省発注の工事では、男女ともに快適に使用
できる仮設トイレ＝「快適トイレ」を工事現場に設置する
こととなったので、県においても同様に対応してはどう
か。

1

  国や他都道府県の導入状況を踏まえ、県としても導
入について検討します。

C

35 14

　施策の基本的な方向（２）④「体験や経験を生かした
60歳以上の女性の活躍の場の提供」等具体例がほし
い。

1

　御意見の趣旨を踏まえ、具体例として、以下の取組を
追記しました。
ア　女性の再就職に役立つ多様な資格・技能の取得を
支援する職業訓練の実施
イ　子育て世代に配慮した託児サービス付き職業訓練
の実施
ウ　職業訓練の見学、体験機会の提供などによる職業
訓練の受講促進
　また、県では女性も含めてシニアの方がこれまでの体
験や経験を生かして活躍できる場を提供するため、県
内８か所にセカンドキャリアセンターを設置して就業支
援を行っています。

A
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36 14

　施策の基本的な方向（２）④「職業能力の開発機会の
提供」に、「雇用保険に加入できない人への職業能力開
発機会の提供」を加えてほしい。「ひとり親家庭に対する
職業訓練」と同様のキャリアアップ施策を市町村ともに
連携して進めてほしい。

1

　県では、求職者に対して雇用保険の有無にかかわら
ず、無料で受講できる職業訓練を多数実施していま
す。また、在職者に対しては、夜間や休日を中心にスキ
ルアップのための技能講習を安価で実施しています。
情報が県民の皆様に届くよう市町村とも連携して実施
していきます。なお、雇用保険未加入の求職者に対し
ては、国の職業訓練受講給付金により職業訓練受講
中の生活を支援する給付（月額10万円）を受けて受講
できる制度があります。

B

37 14

  ①「商工業に携わる女性の生活実態を把握し、労働条
件の改善を図る」、②「家族従業者の働きを評価される
よう、税制等の制度の在り方を検討する」、③「商工会
議所等の役員への女性の登用の推進」を推進項目にし
てほしい。また、女性部活動の助成を、商工会・商工会
議所に限らず、「商工業者で構成するすべての女性団
体」としてほしい。 4

　①労働条件の監督及び改善については国の所管で
ありますが、女性の働き方の実態把握に努め、必要な
策を講じていきます。
　②税制のあり方検討については国の管轄となります。
　③女性の役職員登用推進については、事業者を限定
せずに進めるべき取組であり「商工会議所等」として対
象を区別すべきではないと考えます。また、女性部活動
の助成は補助事業の効果的な実施の観点から、商工
会女性部連合会及び商工会議所女性会連合会が実施
する講習会、研修等に限定しています。

D

38 16

　施策の柱３「経済社会における男女共同参画の推進」
のリード文は強調してよいと思う。

1

　御意見を踏まえ、経済社会における男女共同参画の
推進に取り組んでいきます。

C

39 16

　施策の柱３（１）②「労働に関する法や制度の周知・相
談体制の充実」は大事なこと。

1

　御意見を踏まえ、労働に関する法や制度の周知・相
談体制の充実を進めていきます。

C

40 16

　推進項目の１番に「長時間労働の解消」を書き込んで
ほしい。

1

　長時間労働の解消については、施策の柱２「（１）働き
やすい環境の整備」の「推進項目②働き方の見直しの
推進」の中に、「ア　所定外労働の削減…に取り組む企
業の支援」として整理しました。

B

41 17

　ボランティア・NPOなどは、会員の善意で運営されてい
る。財政的支援がなければ継続できない。財政的支援
を明記すべきと考える。

1

　計画案に記載しているＮＰＯ基金を活用した支援の内
容は、主に助成（財政的支援）です。このほか県には活
動内容に応じた財政支援を含む様々なＮＰＯ支援策が
あります。
　また、金融機関をはじめとする企業との協定締結によ
り、資金調達や活動の支援、寄付文化の醸成などにも
取り組んでいます。
　ＮＰＯ基金による支援が助成（財政的支援）であること
を明記するとともに、企業等と連携した多面的なＮＰＯ
活動の支援についても御理解いただけるよう、文言を

A

42 17

　「農林業における女性の活躍の推進」は、現行計画で
は、施策の基本的な方向にあったものが、計画案では
推進項目になってしまっている。推進項目に「農業委
員、農業協同組合などの女性役員の登用促進」と「家族
経営協定」の締結の促進」を加えてほしい。

1

　施策の柱３「経済社会における男女共同参画の推進」
の中の推進項目として掲載しています。

B

43 17

　施策の柱３（２）②パートタイム労働者などの「均衡待
遇」を「均等待遇」にしてほしい。

1

　パートタイム労働者など非正規雇用者については、正
規雇用者に比べ、賃金・休暇・福利厚生制度の処遇面
で格差があることから、その改善が進むよう「パートタイ
ム労働者など非正規雇用者の処遇改善の促進」と修正
しました。

A
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基本目標Ⅲ　家庭や地域で男女が共にいきいきと参画する

44 18

   施策の柱４「家庭における男女共同参画の推進」の
リード文を強調するべき。

1

　御意見を踏まえ、家庭における男女共同参画の推進
を進めていきます。

C

45 18

　推進項目に「男性が家庭生活に積極的にかかわれる
よう、男性の働き方を見直す」を追加してほしい。

1

　「男性が家庭生活に積極的にかかわれるよう、男性
の働き方を見直す」ことについては、施策の柱４（５）「男
性の家庭・子育て・介護・地域活動への参画の促進」の
中で整理しました。

B

46 19

　「保育士の資質向上」を実現するためには、保育士の
賃金増額や待遇改善が必要と考える。具体的に書き込
んでいただきたい。

2

　保育士の賃金増額は全国共通の制度面での課題で
あり、国が対策を進めております。
　一方、職場環境の充実や保育の専門性の向上、適正
な職員配置も保育士の資質向上に重要であり、これら
は各地域で細やかに対応することが効果的であると考
えております。
　このことから、以下の文言を追記しました。
ア　職場環境の充実、保育の専門性向上などを目的と
した研修の実施
イ　潜在保育士の積極活用、復職の支援などを目的と
した個別相談や就職説明会の実施

A

47 19

　「子ども食堂への補助金」などの具体策が必要と考え
る。具体的に書き込んでいただきたい。

2

　子ども食堂に限定した補助金事業は実施しておりま
せんが、地域の方々の取組により、子ども食堂の活動
が広まりつつあることは承知しております。 D

48 19

　夫婦の家事負担そのものを減らすため、家事サポート
サービス、退院後母親の休養を目的とした家族で滞在
できる宿泊施設のサービスに取り組んではどうか。 1

　男性にとっての男女共同参画の意義についての理解
を進め、男性の家庭・子育てへの参画を促進していき
ます。 D

49 20

　指導強化以前に、事業が成り立つような支援が必要
である。また、事業への参入を促していくことが求められ
る。

2

　介護保険制度は国の制度でありますが、平成30年度
の次期介護報酬改定に向け、国に要望していきます。
また、適切な介護保険サービスの提供に基づく適切な
介護報酬請求が行われるよう、助言も含め指導を強化
していきます。

C

50 20

　「介護保険サービスを担う人材の育成と待遇改善」に
していただきたい。

1

　介護職員の賃金は、国が定めた介護報酬を原資とし
て事業者から職員に支払われていることから、処遇改
善について国に対して要望していきます。
　賃金の改善は介護職員の確保・定着のために重要な
課題であることから、御意見の趣旨を踏まえ、処遇改善
について引き続き国に対して要望していきます。

C

51 20

　「介護保険サービス提供事業者の指導強化」を「継続
的な指導」に変更してほしい。

1

　介護保険事業者の適正な事業運営の確保と悪質な
基準違反や不正請求に対して指導や処分を行うなど、
法令遵守の徹底を図る必要があるため、「介護保険
サービス提供事業者の指導強化」と記述しています。
今後も利用者に安心・安全なサービスが提供されるよ
う、事業者の事務負担も配慮しながら、指導監査を行っ
ていきます。

C

52 20

　「介護保険サービス提供事業者の指導強化」も大切だ
が、県としてサービス提供事業者への補助金も含めた
支援策を基礎自治体と共同して検討することを書き加え
てほしい。

1

　介護保険制度は公的福祉サービスとして国が定めた
介護報酬に規定され、運営されております。県として
は、介護保険サービス事業者への補助は、制度上も困
難と考えます。

D
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53 20

　「介護保険サービスを担う人材育成」も研修等で終わ
らせないで、「介護離職ゼロを目指す」県として独自政
策を検討することを書き加えてほしい。

1

　仕事と育児・介護の両立を企業が支援する上での課
題などを「埼玉県就労実態調査」などで把握し、新たな
施策の検討に生かしています。また、県では、仕事と子
育てを両立しやすい企業等を「多様な働き方実践企業」
として認定しています。この制度の中で、介護との両立
についても評価していきます。
  なお、県では、平成25年2月に老人福祉施設協議会な
ど関係５団体と「介護職員しっかり応援プロジェクト」を
立ち上げ、全国初の合同入職式や事業所表彰式など、
職員のやり甲斐を高める取組を進めてきました。また、
介護の資格がない方の就労支援や元気な高齢者の介
護現場への就労支援、人材育成に優れた取組を行う介
護事業所の認証制度、介護ロボットの普及促進などに
取り組んでいます。今後とも、研修等にとどまらず介護
人材の確保・定着にしっかり取り組んでいきます。

B

54 20

　「通所・訪問サービスにおける多様な福祉サービスや
支援内容の充実」の文言を追加したらどうか。

1

　介護保険事業所と障害福祉事業所の相互乗り入れ
の改正方針は、今後の国の決定を踏まえ「在宅福祉
サービスの充実」の実施に当たり、参考とさせていただ
きます。

C

55 21

　施策の柱４（５）「男性の家庭・子育て・介護・地域活動
への参画の促進」は大事なこと。

1

　御意見を踏まえ、男性の家庭・子育て・介護・地域活
動への参画に取り組んでいきます。

C

56 22

　高齢者を対象とする施策の中に、高齢者の役割分担
意識を解消するプログラムを、ぜひ入れていただきた
い。 1

  高齢者を含め、男女の固定的な性別役割分担意識を
解消するための啓発事業を進めてまいります。

B

57 23

　貧困の問題は、現在だけでなく、将来にも大きな影響
を与える問題である。現状がどうなのか、何が必要とさ
れているかしっかりと、きめ細やかに把握することが必
要である。推進項目に、　「現状を把握するために、調
査・研究を行う」ことを加えてほしい。

1

　貧困状況の把握等については、国が統一的な基準で
調査すべきと考えます。

D

58 23

　新規建設ではなく、空き家を公営住宅とし、シェアハウ
ス等に活用できるようにしてほしい。推進項目に、「公営
住宅への入居を優先する」ことを加えてほしい。

1

　公営住宅は、男女の区別なく、住宅に困窮する低額
所得者に対し、低廉な家賃で供給するものです。なお、
高齢者や母子・父子世帯など特に住宅に困窮する低額
所得者には、優遇抽選資格を設けています。
　また、公営住宅は、耐火性やバリアフリーなど公営住
宅整備水準を満たす必要があるため、空き家を活用す
るには課題があります。また、空き家は、様々な場所に
存在するため、公営住宅として活用するには、管理コス
トが大きくなるという課題もあります。

D

59 23

　子供への生活支援・学習支援の後ろに「（特に外国育
ちで日本国籍を有する子ども）」を加筆して、「子供への
生活支援・学習支援(特に外国育ちで日本国籍を有する
子ども）」にしていただきたい。

1

　県では、生活困窮世帯・生活保護世帯の中高生を対
象に学習支援事業を実施しています。
　支援対象者の多くは、家庭環境に問題がある、不登
校・ひきこもり、障害があるなど、様々な問題を抱えてい
ます。
　よって、外国育ちで日本国籍を有する子供だけを特筆
することはできないと考えます。

B

60 23

  いわゆる子供の年齢を超えた18歳以上の女性で暴力
を受けたりした場合の自立に向けた支援策について計
画の記載がない。福祉との連携だけではなく、支援策を
計画に掲載できないか。 1

　暴力を受けた場合の施策については、基本目標Ⅶの
中で対応していくことと考えています。（施策の基本的
な方向（２）⑤被害者とその子供の自立支援）

B
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61 23

　施策の基本的な方向（２）⑦「生活困窮者の支援」は、
生活困窮者支援法のことだと思うが、この標記ではわ
かりにくい。自立支援も、経済的な支援だけでなく、障害
者が地域で生活することも「自立」である。センシティブ
な表現してほしい。

1

　「生活困窮者」とは、単に経済的に困窮している人だ
けでなく、日常生活や社会生活を送る上で多様な問題
を抱えた人など、幅広く対象とするものです。

C

62 24

　2016年施行の障害者差別解消法の周知徹底を入れ
るべきと考える。

2

　障害者差別解消法は地方公共団体に対し、障害者差
別の解消に必要な啓発活動を義務付けており、埼玉県
では、法に基づき、様々な取組による啓発を進めてい
ます。

B

63 24

　施策の基本的な方向（３）それぞれ、「外国人」の後
に、「とその子ども」を加筆して、②県内在住の外国人と
その子どもに対する相談体制の充実、④外国人との子
どものための日本語学習の啓発と支援、にしていただき
たい。

1

　②、④の相談も学習支援も外国人の子供も対象とし
ています。
　また、外国人児童生徒への支援として、日本語指導
や学校生活への適応に向けた指導を行うため、加配教
員を配置しています。

B

64 24

　施策の基本的な方向（３）②にア「民間の外国人相談
体制の活用」を追加してほしい。業務委託による相談窓
口を使ってほしい。 1

　現在も公益法人への委託で業務を実施しています。

B

65 24

　施策の基本的な方向（３）③「外国語による生活情報
の提供」を、「やさしい日本語、外国語」による生活情報
の提供」に修正してほしい。

1

　情報伝達手段として確立された「やさしい日本語」とい
わゆる簡単に表現された日本語表記と誤解を生じるた
め、「多言語による生活情報の提供」に修正します。

A

66 24

　施策の基本的な方向（３）③にア「民間NPOとの連携」
を追加してくほしい。

1

　「外国人の生活ガイド」を毎年度改訂して発行してい
ますが、その際民間ＮＰＯ等に翻訳依頼しています。一
方、県ホームページ等での情報提供もしています。

B

67 24

　施策の基本的な方向（３）④「外国人のための日本語
学習の啓発と支援」とあるが、夜間や土日に開催するこ
との支援を県としてできないのか。 2

　日本語学習は市町村等での実施、支援を基本として
います。

D

68 24

　施策の基本的な方向（３）⑤「外国人留学生への支援」
を、「外国人留学生や日本人と結婚した外国人への支
援」に修正してほしい。

1

　「外国人留学生への支援」とは、日本の大学生活を送
る上での生活相談や日本での就職支援を意図していま
す。
　一方、「日本人と結婚した外国人への支援」について
は、県内在住の外国人への支援として、（３）②「県内在
住の外国人に対する相談体制の充実」や、③「外国語
による生活情報の提供」、④「外国人のための日本語
学習の啓発と支援」に含まれると考えます。

B

69 24

　性的マイノリティーについての施策がない。

1

　「性的マイノリティー」については、基本目標Ⅲ「家庭
や地域で男女が共にいきいきと参画する」の推進項目
として記載しています。 B

70 25

　施策の基本的な方向（４）①の書き方だと、ただでさえ
がんばっている女性がまだまだ参画が足りない、という
ようにも受け取られるので、～の長に女性を、という意
味の言葉があると良い。社会情勢が変わり、夫婦共働
きの家庭が増えているので、ＰＴＡ役員に男性の参加
を、というのもよい。

2

　地域活動における男女共同参画の推進の中では、片
方の性に偏るなど、性別や年齢等により役割を固定化
することないようにするとともに、PTAの会長への女性
の参画を進めていきます。

B
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71 25

　施策の基本的な方向（４）①「自治会」への女性の参画
や、②男女共同参画の視点に立った地域活動の施策
の具体化に期待する。 1

　女性の自治会の会長が増加するような具体的取り組
みを進めていきます。

C

72 26

　基本目標の一つに位置付け、推進項目として「国際社
会における女性の地位向上への取り組みの成果の取
入れ・浸透」をいれていただきたい。

1

　施策の基本的な方向（５）「男女共同参画に関する国
際理解、国際交流・国際協力の推進」の中で取り組ん
でいきます。

C

基本目標Ⅳ　災害に強い地域を男女が共につくりあげる

73 27

　柱建てや施策の基本的方向について、現行の計画と
ほどんど同じかたちになっている。国の計画が、初めて
単独の分野となり、記述も手厚くなっているので、これに
ならい、記述を抜本的に強化すべきであると考える。

2

　御意見を踏まえ、国の第４次男女共同参画基本計画
を参考に計画案を修正しました。

A

74 27

　意識啓発については具体的でイラストを多用したマ
ニュアルの配布を望む。
　また、わかりやすい動画を制作し、ケーブルテレビで
繰り返し放送したり、ネットで視聴できるようにすると良
いと考える。

1

  県民にわかりやすい内容とイラストを使った防災マ
ニュアルブックを２種類（命を守る３つの自助編、災害
時のトイレ対策編）作成し、市町村を通じてサンプルとし
て配布するほか、県政情報センターで販売しています。 C

基本目標Ⅴ　男女の固定的な役割分担や偏見をなくす

75 30

　施策の基本的な方向（１）①ア生活保護費や生活福祉
貸付金の大半が世帯主である男性中心のものが多く、
離婚が成立していない女性のための制度がないことを
見直してください。

1

　生活保護制度については、男性中心のものではなく、
性別に関係なく、要件を満たせば利用できる制度です。
なお、生活保護は世帯単位で受給するものですが、ＤＶ
等により夫と別居しており、かつ、生計も別にしている
場合のように夫婦を同一世帯として認定することができ
ない生活実態がある場合には、法律上は夫婦であって
も夫とは別世帯として、生活保護を受給することができ
ます。
　また、生活福祉資金貸付制度については、男性中心
の制度というわけではありません。したがって、離婚が
成立していない女性についても、個々の実情を伺った
上で、貸付が可能かどうかを判断しています。

B

76 30

　施策の柱７のリード文の「慣行（社会通念、習慣、しき
たり）」をもっと強調してもよいと思う。

1

　御意見を踏まえ、男女の固定的な役割分担意識の解
消を目指します。

C

77 30

　現行計画ではア「個人の多様なライフスタイルの選択
に対して中立的な税制、医療・年金などの社会保障など
の検討及び国への働きかけ」があったが、削除されてい
る。新計画案にぜひ復活させてほしい。

1

　計画の見直しにあたっては、県が主体的に取り組め
ることを推進項目としています。

D

78 31

　施策の基本的な方向（２）①「男女共同参画に関する
条約・法令・条例の見直し」に修正してほしい。

1

　男女共同参画に関する法制度の周知や学習機会の
提供を進めていきます。

D
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79 32

　男性の自殺率の高さと固定的役割分担意識の問題が
強調されているが、以下のことを加味してほしい。
　「埼玉県・さいたま市における今後の自殺対策の提言
（平成19年9月）」によると、男女比では約7：3であるが、
全国比と比較すると女性の割合がやや高い。職業別で
は男性の無職者が49.5%、女性は無職者43.5%、主婦
37％。つまり、無職者・主婦の自殺者数が多いことに
も、留意すべきである。

2

　御意見なども参考とさせていただき、県の自殺対策を
推進していきます。

C

80 33

　県が持っているデータの男女別データを提供してほし
い。国勢調査のデータは市町村別にして提供してほし
い。男女共同参画課で、庁内でジェンダー統計に関する
検討会を開催して、推進してほしい。 6

　御意見を踏まえ、引き続き、県の全施策を対象とした
男女共同参画配慮度評価（チェックポイント５）の実施
により、「男女別統計データ」の把握状況を公表します。
また、年次報告書やホームページを活用し、男女別統
計データを収集し、公表してまいります。

C

81 35

  「性、暴力表現を使ったメディアからの青少年の保護」
という項目部分が気になった。
　メディアが直接的に悪影響を及ぼすとする「強力効果
論」は科学的に否定されている。男女共同参画におい
て「メディアが悪影響を及ぼす」という決めつけ前提のや
り方はエビデンスがなく、ただの言いがかりであり、むし
ろ、これらを愛好する者への人権侵害である。

1

   「メディア効果論」については様々な意見があり、行
動や感情などへのメディアの影響について結論付ける
ことは難しいと思われます。しかし、我が国を含む多く
の国において、青少年に対する有害情報は何らかの規
制がされていることから、メディアによる青少年への影
響はあるものと認められます。そのため、青少年の健
全な成長を阻害するおそれがある情報については規制
するべきと考えます。

D

82 35

　施策の基本的な方向（３）①「…これに接することを望
まない者が…」とあるが、アからウに挙げられる法令で
は、「接することを望まない者」の保護法益は含めること
が出来ない。よって、この推進項目の細目としてアから
ウまでの法令の列挙は不適切なので、法令は列挙しな
いか、書き方を修正する必要がある。

5

　青少年健全育成条例における規制は、青少年の健全
な育成を阻害するおそれのある有害情報に対し規制し
ているものですので、成人の知る権利や表現の自由な
ど、憲法で保障されている基本的権利は尊重されるよ
う運用します。また、その他関係法令に基づき、計画を
実施します。
　あわせて、御意見の趣旨を踏まえ、計画案を修正しま
した。

A

基本目標Ⅵ　男女共同参画の意識をはぐくむ

83 36

　施策の柱９のリード文２段目の文章「子供のころから、
男女が対等な構成員～学校教育を推進します」を、現
行計画の「子どもの頃から、男女がともに一人の自立し
た人間として互いの人格や個性を尊重し合うとともに、
一人一人の個性や能力を発揮して自らの意思によって
行動できるよう、男女共同参画の視点に立った学校教
育を推進します」という表現に変えてほしい。

2

　御意見を踏まえ、計画案を修正しました。

A

84 36

　施策の基本的な方向（１）①に具体的な項目がない。
現行計画にあるア「一日保育体験など、男女が共に子
育てに取り組む指導の実施」等が盛り込まれるべきであ
る。

2

　御意見どおり修正しました。

A

85 36

　現行計画にある「出席簿における名簿の取扱いをはじ
め、」の文言を追加していただきたい。

5

  男女混合名簿については、すでに多くの市町村教育
委員会や学校で検討された結果、過去に実施した調査
では、県内の公立小･中･高校で75.4%と多くの学校で導
入していることから、削除したものです。 D
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86 36

   施策の基本的な方向（１）の推進項目について　「県
立学校の共学化の推進」を項目にいれてほしい。
　男女平等教育は、男女そろってこそ成り立つものであ
り、公立学校で性別によって入学できない学校があるこ
とは、明らかに人権侵害である。他県は共学化が進み、
現在、埼玉、栃木、群馬の各県に残るのみとなった。教
育委員会にはたらきかけて検討を進め、早急にすべて
の高校で共学を実現してほしい。

11

　現在、男女別学校は、生徒が進学先の高校を選ぶ際
の選択肢の一つとして、ニーズがあります。県として
は、平成15年3月25日付け「埼玉県男女共同参画苦情
処理委員への報告書」並びに現行基本計画策定時の
平成24年6月定例会における５か年計画特別委員会に
おける附帯決議を踏まえ、男女別学校が培ってきた伝
統に十分配慮し、現在共学化されていない学校が、特
色ある学校づくりに向けて主体的に取り組む中で、共
学化を検討する可能性が出てきた場合は、引き続き積
極的に支援していきます。

D

87 37

　施策の基本的な方向（１）⑤男性の看護系、保育系な
どは入れなくてもよいのか。

1

　「キャリア教育の推進」の中で、男女共に多様な進路
への理解・関心の向上に努めていきます。

C

88 38

　家族の多様性は国際的にも広く尊重される価値観で
あり、「親の学習」は男女共同参画の視点とは相いれな
いと考える。

5

　「親の学習」は、中学生・高校生対象の「親になるため
の学習」と親対象の「親が親として育ち、力をつけるた
めの学習」があり、家庭の教育力の向上を目指して行
われる学習です。
　男女共同参画の視点に立った家庭教育支援として
「親の学習」を推進していきます。

C

89 38

　家庭教育に関する情報提供や相談体制の充実強化
は、推進項目だけで具体案が載っていない。

1

　推進項目の小項目として、「家庭教育アドバイザーの
活用」を追記しました。

A

90 38

　施策の基本的な方向（２）の推進項目について　①ウ
「学校応援団」の推進は、男女共同参画にかかわる施
策と思えないので削除してください。項目として入れるな
ら、学校応援団に男女共同参画の視点で研修を行って
ほしい。

1

　「学校応援団」の推進は、性別に関係なく、それぞれ
の経験や知識を生かした活動に参加していただくこと
で、子供たちのより良い成長を図り、地域の教育力を高
めるものです。

C

91 39

　キャリア教育・職業教育の推進から、現行計画中のウ
「生涯学習ステーションによる人材登録制度の紹介や
学習情報の提供」が削除されている。学習状況の提供
は男女共同参画の推進に重要な役割を果たしているこ
とから、削除は疑問であり、追加すべきである。

1

　現行計画のウ「生涯学習ステーションによる人材登録
制度の紹介や学習情報の提供」については、施策の基
本的な方向（３）③「女性のキャリア形成支援」に記載し
てあります。

B

基本目標Ⅶ　女性に対するあらゆる暴力を根絶する

92 40

　施策の基本的な方向（１）①アに、「相手を思いやる教
育、相手の立場に立って物事を考える練習」を追加して
ほしい。

2

　施策の柱９（１）②の小項目として、「人権感覚育成プ
ログラムの実践による人権感覚の育成」と追記します。

A

93 40

　施策の基本的な方向（１）が「女性」となっている点は
やむを得ないのかもしれないが、男性の被害者がいる
という視点も持っていただきたい。
　施策の基本的な方向（２）についても（１）に引き続くと
いうことから被害者が女性との読み方をしてしまうかもし
れないが、男性配偶者の被害者も対象としていることが
一言書かれているとよい。

2

　ＤＶにおいて被害者加害者に性別の限定はなく、現実
でも男性被害者がいることは警察の統計資料でも明ら
かです。一方で、基本計画において敢えて「女性に対す
るあらゆる暴力の根絶」を目標と掲げているのは、男女
共同参画社会を形成するうえで女性に対する暴力がそ
の障害となっているからです。御意見については、「配
偶者等の暴力防止及び被害者支援基本計画」におい
て、反映を検討していきます。

C
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94 41

　家庭の教育力のない子供に対する教育の推進を追加
してほしい。

2

　施策の柱９（２）①「男女共同参画の視点に立った家
庭・地域教育の推進」の中で、家庭の教育力の向上を
図る取組を進めていきます。

B

95 41

　「家庭・学校・地域のどこにも居場所を見つけられず漂
流する10代の若年女子等が性犯罪や性虐待の被害者
になりやすい現状に即して、当事者が利用しやすい相
談体制づくりや、実態に即した適切な支援策を講じるた
めの関係機関の連携強化」追加してほしい。

1

　県、警察、（公社）埼玉犯罪被害者援助センターが連
携して設置する「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援セ
ンター」及び（公社）埼玉犯罪被害者援助センターが運
営する「性暴力等犯罪被害専用相談電話アイリスホット
ライン」を広く周知することで、被害に遭われた当事者
の目に触れる機会を増やし、相談の機会を確保しま
す。
　また、非行の問題を抱えて居場所のない少年などに
対し、関係機関とも連携して非行からの立ち直りを支援
してまいります。

B

96 42

　施策の基本的な方向（２）①暴力事件に対する刑罰の
設置を追加してほしい。罰金制度、税金の加算、入牢な
どの刑罰の設置を希望する。（２）⑦にも関係する。 1

　女性に対する暴力事案等に対しては、積極的な事件
化や被害者の保護対策等の万が一を考えた一歩踏み
込んだ対応で、今後も県民の安全確保に万全を期しま
す。

D

97 42

　施策の基本的な方向（２）④ウ「民間シェルターへの支
援・育成」の「民間シェルター」の後に、「およびステップ・
ハウス」を追加してほしい。

1

　ステップ・ハウスのような施設は、ＤＶ被害者の多様な
状況に対応できるものと考えています。一時避難（一時
保護施設退所後を含む）における今後の各施設のあり
かたとその支援策については、「配偶者等の暴力防止
及び被害者支援基本計画」において、ＤＶ被害者の支
援策を市町村と協議の上今後も対応していきます。 C

98 43

　外部指導者や大学生・卒業生・地域の方が活発に学
校活動に参画しているので、教職員とならび、これらの
方にセクシュアル・ハラスメント防止について啓発及び
研修をしてほしい。

1

　県としては研修会等を通じて各私立学校に不祥事防
止に向けた啓発及び研修を要請しているところです。教
職員のみならず外部指導者等、児童生徒の教育活動
に携わる方への啓発等についても引き続き要請してい
きます。
　各県立学校等では倫理確立委員会を設置し、教職員
の人権感覚を高める取組を行っています。御意見にあ
る研修については、今後の取組において参考にさせて
いただきます。

B

99 45

　売買春の位置づけについて「売買春が許されない」と
いう表現ではなく、「売買春によって生じる人権侵害が
許されない」という表現にするべきである。

2

　女性の尊厳を傷つけ女性の人権を侵害する売買春の
根絶に向けて関係法令を適正に運用するなど、売買春
対策を進めていきます。

D

100 46

　多言語リーフレットの配布は、外国人の女性に届くよう
に配慮してほしい。

1

　御意見の趣旨を踏まえ、計画を実施する中で検討し
ていきます。

C

13 ページ
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基本目標Ⅷ　男女の異なる健康上の問題を踏まえ、生涯にわたる健康づくりを支援する

101 49

　施策の基本的な方向（２）③「妊娠・出産期における女
性の健康支援」この項目の中に、「女性主体の避妊に
ついての意識啓発」の主旨の一文を入れていただけな
いか。

1

　若いうちからライフプランをきちんと計画し、適した時
期に結婚・妊娠・出産を考えることは大切です。
　そのためには、思春期に、女性主体の避妊や、性感
染症、不妊について、正しい知識を持っていただくこと
が非常に重要であると考えます。
　そこで、（２）②「思春期における保健対策の推進」の
中のイ「性感染症に関する正しい知識の普及啓発」を、
イ「妊娠・出産に関する正しい知識（避妊や不妊、性感
染症などについて）の普及啓発(中学生・高校生等に向
けた教育を含む。）」に変更しました。

A

102 49

　「働く女性の母性保護」という言葉が登場しているが、
個人的には「働く女性の母体保護」のほうがふさわしい
ように感じる。法律上の見地からも、また内容としても、
「母体」のほうが基本計画の意図に沿っているのではな
いか。

1

　男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置、
労働基準法における母性保護規定にならい、「母性」の
ままとします。 D

103 50

　生涯を通じた男性・女性の健康支援について、無煙環
境支援（喫煙も受動喫煙もさせない支援）のため、以下
の具体的な取り組みをしてほしい。
・妊婦・産婦、また若い女性や若い母親の喫煙率の実
態把握とともに、ご本人や子ども・家族の健康のため
に、零目標への対策が極めて重要である。
・保育園・幼稚園や小中学校を含め、これら保護者への
禁煙促進の働きかけや啓発・講習等に焦点を絞ったプ
ログラムが望まれる。
・家庭やマイカーでも、受動喫煙の危害から妊産婦を含
む女性・子ども達を守ることを最優先に、条例制定・法
制定、あるいは勧奨により、全面禁煙ルールを確立し
て、順次広げていくことが必要である

1

　市町村では母子健康手帳交付時や両親学級、乳幼
児健診などの場で、たばこによる健康被害の啓発を
行っています。
　また、県では、全面禁煙や空間分煙に取り組む公共
施設や民間施設を認証する制度により、受動喫煙防止
対策を推進しています。
　10月には、東京オリンピック・パラリンピックに向けた
受動喫煙防止対策強化の厚生労働省案が示されまし
た。現在、この案をもとに罰則を含めた法制化の議論
が進められています。県では、国の動向に合わせて、
受動喫煙防止対策を推進していきます。
　いただいた御意見については、これらの取組と併せ
て、計画を実施する中で参考としていきます。

C

104 50

  県各部局などが発行する性・飲酒・薬物・いじめに関
する多様なリーフレット（『知っていますかデートDV』な
ど）を年間を通じて生徒の目に触れやすい、市町村や学
校法人・各校独自で刊行する副読本・生徒手帳などに
自由に転載できる著作権フリーデータとして提供しては
どうか。

1

　学校で配布した各種の啓発リーフレットの多くは、広く
活用いただけるようホームページでも公開しています。
各学校には研修会等で紹介するなど、様々な形で活用
いただけるようにしています。児童生徒に活用してもら
えるよう、引き続き各学校に紹介します。
　リーフレットは、文部科学省など他機関が作成してい
るものが多く、著作権フリーデータとして提供するのが
難しい状況です。
　なお、『知っていますかデートDV』については、埼玉県
男女共同参画課のホームページで公開しています。

C

105 51

　施策の基本的な方向（４）について、医療分野におけ
る女性の参画促進を入れたことは歓迎する。しかし、こ
の推進項目では、病院に勤務する女性医師が対象であ
る。開業している女性医師は、大変厳しい状況で働いて
おり、産休も十分に取れていない状況である。代診制度
などの充実など開業医の支援を盛り込んでほしい。

2

　「女性医師に対する就業支援策」の一つとして平成21
年度から運営している「女性医師支援センター」では、
開業医を含む女性医師からの相談対応や育児、介護
支援制度に関する情報提供を行っています。こうした取
組については、今後も引き続き継続していきます。
　また、例えば分娩を取り扱う医師などの処遇改善のた
めの補助金制度では、病院だけでなく開業医や助産所
も補助の対象とするなど、男性医師も含めた開業医の
負担軽減や処遇改善に向けた支援を実施しており、今
後も必要な取組を進めていきます。

C

106 52

　施策の基本的な方向（５）⑤より①、②、③の方が大事
ではないか。

1

　御意見を踏まえ、女性のスポーツ活動支援に取り組
んでいきます。

C

14 ページ
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第３章　計画の推進体制

107 53

　女性活躍推進法の基本方針では、「連絡会議を設置
して、関係部局の職員間で共通認識をもつことが重要」
とされているが、女性活躍推進法がポジティブアクショ
ン法であることについて共有されるべきである。 1

　第３章１[総合的な推進体制」として、庁内の横断的な
推進体制は男女共同参画推進会議、男女共同参画推
進会議幹事会において引き続き行っていきます。
　あわせて、男女共同参画推進員会議でも、周知を
図っていきます。

C

108 54

　女性活躍推進法の基本方針では、実施状況の点検・
評価；PDCAサイクルの確立について、「住民や一般事
業主、各種団体等、関係者の意見を広く聴取することが
望ましい」とされている。これが可能になるためには、一
般事業主自身が、最低１年１回とされている、情報の公
開（計画策定後に報告すれば、それは、成果の報告と
なる）を適切に行うことが必要であるので、その支援に
ついて、書き込むことが必要である。

1

　一般事業主が女性活躍推進法に基づいて行う情報
公開については、施策の柱２（１）[働きやすい環境の整
備」の③のア「女性活躍に取り組む企業に対する専門
家派遣による取組支援」により支援していきます。

B

109 54

　埼玉県では、「埼玉版ウーマノミクス連携会議」をこの
協議会とするとしているが、ポジティブアクションという
法の趣旨から、男女共同推進センターも構成メンバーと
して、記載し、任命していただきたい。 1

　女性の職業生活における活躍を支援していくために、
行政（国、県）と経済団体と労働団体とで構成する「埼
玉版ウーマノミクス連携会議」を協議会に位置付けたと
ころです。
　県においては、ウーマノミクス課（女性キャリアセン
ターも所管）がその役割を果たすと考えております。

D

用語の解説

110 55

　用語の解説はとても良い。

1

　男女共同参画の推進に向けて計画の内容を分かりや
すく説明することで、普及、啓発をすすめていきます。

B

111 56

　「ジェンダー」という言葉が日本に入ってきた当時は
「社会的・文化的に形成された性別」といった意味が世
界共通だったと思うが、最近欧米諸国では、生物学的
性別の sex が、性交と紛らわしいので、以前は 性別 /
sex と記載していたところに　性別 / gender と記載する
ようになったところが増えているように感じる。このことに
ついては少し調査していただければと思う。

1

　国の第４次男女共同参画基本計画の用語解説を参
考にしています。今後の動向を注視していきます。

C

112 56

　「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
条約」の説明で、日本政府に対して、勧告が出ているこ
とをつけ加えてほしい。

1

　御意見を踏まえ修正しました。

A

その他

114 －

　新基本計画案発表後には、県内数か所において「県
民公聴会」を開催していただきたい。

1

　10月17日に計画案に対する意見聴取のための広聴
集会を開催しました。

B

115 －

　計画全体を通じて「貧困と格差」問題に対する認識の
低さを感じられる。「女性の貧困を可視化し、「女性の貧
困の根絶」を政策目標に掲げるべきではないか。 5

　施策の柱５（２）「困難を抱えた女性の自立支援」の中
で、女性の貧困について取り組んでいきます

C

116 －

　新計画案全体の中で「子供」という標記が採用されて
いるが、従来のように「子ども」という標記に統一してい
ただきたい。

1

　国の第４次男女共同参画基本計画に合わせて、「子
供」の標記とします。

D

15 ページ
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117 －

　学習の場がWith　Youさいたま以外にあったら良い。

1

　With Youさいたまでは、職員を派遣する出前講座を実
施しております。また、県内市町村においても男女共同
参画担当を中心に講座等を実施しています。
　御意見を踏まえ、計画に基づき、男女共同参画に取り
組んでいきます。

C

118 －

  11月16日開催の審議会で県民コメントは計画案に反
映されるのか。

1

　11月16日開催の審議会において県民コメントに対す
る県の対応・考え方を反映し、修正した計画案を報告し
ました。 E

119 －

　県民コメントの結果はどのように公表されるのか。

1

　県民コメントの内容については、審議会でご審議いた
だくとともに、計画策定時に県民コメントの結果を公表し
ます。

E

120 －

　現計画の埼玉県の特徴について掲載してほしい。

1

　計画策定後の冊子の印刷をする際には掲載します。

C

121 －

　計画が県民から見て分かりやすく記載してほしい。

1

　男女共同参画の推進するめに、計画を普及・啓発を
すすめていく必要があります。そのためにも、計画を冊
子にする際に分かりやすく記載するように努めます。 C

122 －

　子供の貧困について、ジェンダー視点で可視化し、施
策化してほしい。

1

　計画の実施にあたって、子どもの貧困について、男女
共同参画の視点に立った現状分析に取り組んでいきま
す。 C

123 －

　男女共同参画がより県民に知られ、よりよい社会生活
が送れればいいと思う。まずは、身近なところから、啓
蒙活動を進めていきたいと思う。 1

　男女共同参画社会づくりのため、県民の皆様と共に
進めていきます。

C

16 ページ


